
 

佐々町安全・安心まちづくり条例 

 

 安全で安心して生活することのできる地域社会を築くことは、すべての町民の共通の願いで

ある。いま、私たちの身の回りでは、毎日のように事件や事故が起こり、多くの人たちが被害

に遭っている。特に、子ども、高齢者などの社会的に弱い立場に置かれている人たちの安全が

脅かされている。今こそ私たちは、誰もが安心して暮らすことができるまちを取り戻さなけれ

ばならない。そのためには、町、町民及び事業者それぞれが、生活の安全に関する意識を高め、

的確に行動することが求められている。佐々町は、すべての町民及び事業者と力を合わせ、安

全で安心して生活することのできる地域社会を築くことを宣言し、この条例を定める。 
 
 （目的） 
第１条 この条例は、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり（以下「安

全・安心まちづくり」という。）を、町、町民及び事業者が一体となって総合的に推進し、

もって個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪のない社会を実現することを目的とす

る。 
 （基本理念） 
第２条 安全・安心まちづくりは、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し、密接な連

携を図りながら、協働することにより行わなければならない。 
２ 安全・安心まちづくりは、犯罪から得た教訓及び経験を日常生活の中に生かし、次世代に

これらが継承されることを目的として行わなければならない。 
 （町の責務） 
第３条 町は、安全・安心まちづくりを推進するため、町民意識の高揚のための啓発活動、情

報の提供、知識の普及、町民の安全と安心を確保するための環境整備等の必要な施策を実施

しなければならない。 
２ 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、特に援護を必要とする高齢者、障害者、

児童等に配慮しなければならない。 
３ 町は、第１項に規定する施策の実施に当たっては、町民及び事業者（以下「町民等」とい

う。）の意見を十分に反映させ、常に国、県その他関係機関及び関係団体（以下「関係機関

等」という。）と密接な連携を図るよう努めなければならない。 
 （町民の責務） 
第４条 町民は、常に安全・安心まちづくりに関する必要な知識及び技術を積極的に習得する

とともに、安全・安心まちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
２ 町民は、町が実施する安全・安心まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めな

ければならない。 
３ 町民は、犯罪の発生時においては、相互に協力して被害者の救助、関係機関等への通報を

行う等安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 
 （事業者の責務） 
第５条 事業者は、町民の安全に十分配慮して、その所有し、又は管理する土地、建物その他

の工作物を適正に管理するとともに、その事業活動を行うに当たっては、安全・安心まちづ

くりのための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
２ 事業者は、その従業員が安全・安心まちづくりに関する必要な知識及び技術を習得する機

会を提供するよう努めなければならない。 
３ 事業者は、町が実施する安全・安心まちづくりを推進するための施策に協力するよう努め

なければならない。 
４ 事業者は、犯罪の発生時においては、被害者の救助、関係機関等への通報を行う等安全確

保のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 



 

 （地域安全まちづくり活動） 
第６条 町民等は、自主的に又は自発的に地域の安全を確保するための活動（以下「地域安全

まちづくり活動」という。）に積極的に取り組み、助け合いの精神に根ざした良好なコミュ

ニティをはぐくむよう努めなければならない。 
 （町民等に対する支援） 
第７条 町は、町民等が行う地域安全まちづくり活動を促進するために必要な財政上の措置そ

の他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 （安全・安心まちづくり推進協議会の設置） 
第８条 安全・安心まちづくりを推進するため、佐々町安全・安心まちづくり推進協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 
 （協議会の所掌事務） 
第９条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 
 (1) 地域安全まちづくり活動に関する事項 
 (2) 学校等における児童等の安全の確保に関する事項 
 (3) 犯罪の防止に配慮した道路、公園等の普及に関する事項 
 (4) 前３号に掲げるもののほか、安全・安心まちづくりに関し必要な事項 
 （協議会の組織及び委員） 
第１０条 協議会は、委員２０人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 
 (1) 安全・安心まちづくりのために活動する団体の代表者 
 (2) 安全・安心まちづくりに関して専門的な知識を有する者 
 (3) 警察署その他安全・安心まちづくりに関係する行政機関の職員 
 (4) その他町長が必要と認める者 
 （委員の任期） 
第１１条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 
 （協議会の会長） 
第１２条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 
 （協議会の会議） 
第１３条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 
２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 
 （関係人の出席） 
第１４条 協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を

聴くことができる。 
 （協議会の庶務） 
第１５条 協議会の庶務は、総務課において処理する。 
 （委任） 
第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。ただし、協議会の運営に

関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 
 
   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


